重要事項説明書

(指定訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス)

利用者： 　　　　　　　　　　　　様

事業者：訪問介護ステーションWILL　喜
１　当事業所の概要
（1） 事業所の概要
	事業所名
	訪問介護ステーションWILL　喜

	所在地
	群馬県伊勢崎市香林町一丁目543番地

	連絡先
	0270-75-5702　FAX0270-61-9490

	管理者
	高橋　真佐枝

	サービス種類
	訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス

	介護保険指定番号
	1070404502号

	サービス提供地域
	伊勢崎市、前橋市、みどり市、桐生市

	事業者
	株式会社HIKARI

	代表者
	代表取締役　齋藤　小夜子


※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。  

（2） 営業時間

	平日
	午前8:45 ～ 午後5:45

	土曜日
	午前8:45 ～ 午後5:45

	日曜祭日
	休日


　　※サービス提供可能時間帯：午前7:30〜午後19:00

　　早朝6：00〜8：00（25％増し）夜間18時〜22：00（25％増し）
　　職員体制

	
	資　格
	常  勤
	非常勤
	計

	管理者
	介護福祉士
	1名
	名
	1名

	サービス提供責任者
	介護福祉士・実務者研修
	1名
	1名
	2名

	介護職員
	介護福祉士・実務者研修・初任者研修
	2名
	7名
	9名

	
	
	名
	名
	名

	
	
	名
	名
	名

	
	
	
	
	


２　当事業所の連絡窓口（相談・苦情・キャンセル連絡など）

TEL ：0270-75-5702
担　当　部　署：　訪問介護ステーションWILL　喜　事務室     
担　　当　　者：　髙橋　真佐枝     　　　　　　　　　　
受　付　時　間：午前8：45～午後5：45　 
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。
1. 相談窓口　伊勢崎市役所　介護保険課

電話　0270-24-5111　受付時間8：30～17：15（土曜、日曜祝日を除く）

2. 相談窓口　群馬県国民健康保険団体連合会

電話　027-290-1323　受付時間　9：00～17：00（土曜、日曜祝日を除く）

3. 相談窓口　桐生市役所　介護保険課


電話　0277-46-1111　受付時間8：30～17：15（土曜、日曜祝日を除く）

4. 相談窓口　みどり市役所　介護高齢課

電話　0277-76-0974　受付時間8：30～17：15（土曜、日曜祝日を除く）

5. 相談窓口　前橋市役所　介護保険課


電話　027-898-6157　受付時間8：30～17：15（土曜、日曜祝日を除く）
３　事業の目的・運営方針
（1）目的
　株式会社HIKARIが開設する指定（介護予防訪問介護相当サービス）訪問介護ステーションWILL　喜（以下「ステーション」　という。）が行う指定（介護予防訪問介護相当サービス）訪問介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの介護士その他の従業者（以下「介護士等」という。）が、指定（介護予防訪問介護相当サービス）訪問介護の必要性を主治医に認められた要介護・要支援者に対し、適正な指定（介護予防訪問介護相当サービス）訪問介護を提供することを目的とします。
（2）運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
　　事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
４　訪問介護の内容
（介護予防訪問介護相当サービス）指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
（１）身体介護　
　・食事介助　食事の際美味しく召し上がれるよう支援。
　・入浴介助　入浴時における全般的な介助。
　・排泄介助　排泄時（尿器・便器・オムツ含）の介助。
　・体位交換　床ずれ防止による身体の向きの変更。
　・寝衣交換　寝間着・肌着の交換を支援。
　・受診介助　病院等の送迎・同行。
　・　清拭　　全身又は部分をタオル等の清潔な物で綺麗に拭う。
　・口腔ケア　口内の洗浄を支援。（歯磨き・うがい・入れ歯洗浄等）
　・散歩付き添い　必要に応じ怪我の恐れの無いよう支援。（ケアプランに応じる）
（２）生活援助

　・調理　　　栄養及び食事形態を考慮した食事の支度。
　・掃除　　　本人使用の部屋・トイレ・風呂の清掃。
　・買物　　　日用必需品の買物を代行。
　・洗濯　　　寝間着・肌着等の洗濯。（物干し、乾燥含む）
　・整理　　　居室内の物品を整理整頓。
（３）通院等乗降介助
　・通院等の為の乗車・降車の介助。（要介護認定者に限る）
（４）その他
　・介護相談　生活する上でお困りのことがあればいかなることでも事由を聴取。可能なことであれば問題の解決に努める。
５　料金表
＜訪問介護・予防訪問介護利用料金表＞
[image: image1.emf]区分 日中帯 夜朝帯(25%増)深夜帯(50%増)備考欄

01 163 204 245※20分未満

1 244 305 366※20分以上30分未満

2 387 484 581

3 567 709 851※以降30分毎に83単位加算

4 649 811 974

5 731 914 1097

6 813 1016 1220

7 895 1119 1343

8 977 1221 1466

1-1 309 386 464身体20分以上30分未満＋生活援助20分以上45分未満

1-2 374 468 561身体20分以上30分未満＋生活援助45分以上70分未満

1-3 439 549 659身体20分以上30分未満＋生活援助70分以上

2-1 452 565 678身体30分以上60分未満＋生活援助20分以上45分未満

2-2 517 646 776身体30分以上60分未満＋生活援助45分以上70分未満

2-3 582 728 873身体30分以上60分未満＋生活援助70分以上

3-1 632 790 948身体60分以上90分未満＋生活援助20分以上45分未満

3-2 697 871 1046身体60分以上90分未満＋生活援助45分以上70分未満

3-3 762 953 1143身体60分以上90分未満＋生活援助70分以上

4-1 714 893 1071身体90分以上120分未満＋生活援助20分以上45分未満

4-2 779 974 1169身体90分以上120分未満＋生活援助45分以上70分未満

4-3 844 1055 1266身体90分以上120分未満＋生活援助70分以上

5-1 796 995 1194身体120分以上150分未満＋生活援助20分以上45分未満

5-2 861 1076 1292身体120分以上150分未満＋生活援助45分以上70分未満

5-3 926 1158 1389身体120分以上150分未満＋生活援助70分以上

6-1 878 1098 1317身体150分以上180分未満＋生活援助20分以上45分未満

6-2 943 1179 1415身体150分以上180分未満＋生活援助45分以上70分未満

6-3 1008 1260 1512身体150分以上180分未満＋生活援助70分以上

7-1 960 1200 1440身体180分以上210分未満＋生活援助20分以上45分未満

7-2 1025 1281 1538身体180分以上210分未満＋生活援助45分以上70分未満

7-3 1090 1363 1635身体180分以上210分未満＋生活援助70分以上

8-1 1042 1303 1563身体210分以上240分未満＋生活援助20分以上45分未満

8-2 1107 1384 1661身体210分以上240分未満＋生活援助45分以上70分未満

8-3 1172 1465 1758身体210分以上240分未満＋生活援助70分以上

2 179 224 26920分以上45分未満

3 220 275 33045分以上

97 121 146※要介護のみ

 I 1176

II 2349

III 3727

100 ※要介護のみ

200 ※要支援・要介護同一

※10％加算→単位合計×0.100

※22.4%加算→単位合計×0.224

伊勢崎・前橋市

桐生市・みどり市

※２人対応の場合：所定単位数×2

地域区分：7級地 所定単位数×10.3

地域区分：その他 所定単位数×10.00

緊急時訪問介護加算

訪問介護初回加算

特定事業所加算II 所定単位数×10％

介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数×22.4％

訪問型独自サービス

訪問介護ステーションWILL 喜　料金表

身体介護

身体生活

生活援助

通院等乗降介助


・指定訪問介護を提供した場合の基本料金に対して早朝（午前７時３０分〜午前８時）・夜間（午後６時〜午後７時）は２５％増しとなります。（料金設定の基本となる時間は実際の指定訪問介護提供時間ではなくケアプランに定められた目安の時間を基準とする）
・障害の程度により従業者１人では介助が困難な際は指定訪問介護利用者同意後２人以上の訪問を実施します。（その際は必要人数に応じた料金とする）
・身体介護は、提供時間が概ね１時間３０分を超えた場合、３０分を増す毎に加算するものとします。
・利用者様のお住まいで、サービスを提供する為に使用するガス・水道・電気等の費用は利用者様負担とします。

（1） 交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
	１km未満
	250円

	　１km以上5km未満
	350円

	5 km以上
	500円


　
　前記の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。
（2） キャンセル料金（要介護者に限る）
	ご利用日の前営業日までに連絡があった場合
	無料

	ご利用日の前営業日までに連絡がなかった場合
	1000円


ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。
キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください
· 利用者本人の急変により、入院等の為に指定訪問介護を必要としなくなった場合、家族や親族に急を要する突発的な事態が発生し、中止の連絡を入れることができなかった場合は免責事由としてキャンセル料金は徴収しません。
　
（3） 介護保険給付対象外サービス

　介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
（4） 利用料金などのお支払方法

毎月１５日までに前月利用分の請求をします。１０日以内に支払いをしていただき、領収書を発行します。現金集金・口座振り込み（１０日以内）・口座引き落とし（５日以内）から選べることとします。
５　サービスの利用方法

（1） 　　　サービスの利用開始

訪問介護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員等とご相談ください。

まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。

（2） 　　　　サービスの終了

1 ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の１ヶ月前までに、文書でお申し出ください。

2 当事業所の都合でサービスを終了する場合

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。（ヘルパーの退社、特定地域からの撤退、指定の取り消し等）その場合は、終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。

3 自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します）
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合

　　　※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
・ご利用者様が亡くなられた場合
・ご利用者様の状況、心身状態等が著しく悪化し、適切な訪問介護サービスの提供を超えると判断された場合

4 契約解除

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。　
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
・ご利用者様又はそのご家族様等の介護者と、訪問介護との信頼関係に支障をきたし、その回復が困難であり、適切なサービスの提供を継続できないと判断できる場合。

5 その他

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
・訪問介護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。

６　緊急時の対応方法

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。
	
	病院名
	

	主　治　医
	主治医氏名
	

	
	連絡先
	

	ご　家　族
（第１連絡先）
	フリガナ
氏名
	　
（続柄：　　　　　　　）

	
	連絡先
	ご自宅電話番号：　　　　　　　　　　　　　携帯電話：

	
	
	勤務先電話番号：　　　　　　　　　　　　　勤務先名：

	ご　家　族
（第2連絡先）
	フリガナ
氏名
	　
（続柄：　　　　　　　）

	
	連絡先
	ご自宅電話番号：　　　　　　　　　　　　　携帯電話：

	
	
	勤務先電話番号：　　　　　　　　　　　　　勤務先名：

	緊急連絡先
	氏　　　名
	　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　（続柄：　　　　　　　　　　　）

	
	連　絡　先
	


７　事故発生時の対応
・ご利用者様に対する訪問介護サービスの提供により、事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者のご家族に連絡を行うとともに、適切な対応を行います。
・訪問介護サービスの提供により、事故が発生した場合には、その事故の状況及び事故に際して取った処置の具体的手順と内容を記録し、再発防止に努めます。
「損害賠償について」
ご利用者様に対する訪問介護サービスにおいて賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
	保険会社名
	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

	保険名
	介護保険・社会福祉事業者総合保険

	補償の概要
	対人事故補償・対物事故補償等


８　保持秘密
　　訪問介護ステーションの従業者または従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はそのご家族の秘密を漏らしません。
９　お客様へのお願い
サービス利用の際には、介護保険被保険者証と居宅介護支援事業者が交付するサービス利用票を提示してください。
当事業者は、サービス内容説明書及び重要事項説明書に基づいて、介護予防訪問介護相当サービス・訪問介護のサービス内容及び重要事項を
説明しました。
【事業者】
所在地：　　伊勢崎市香林町一丁目543番地　　

事業者：　　株式会社HIKARI　代表取締役　齋藤小夜子　　
事業所名：　訪問介護ステーションWILL　喜
管理者：　　髙橋　真佐枝　　
説明者氏名：　　髙橋真佐枝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
　　　　令和　　　年　　　月　　　　日

【ご利用者】
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

【代理人】
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　（続柄　　　　　）

署名代行理由：

1
4

